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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも移動局と基地局で構成された符号分割多元接続方式を利用した携帯電話システ
ムにおいて、
前記移動局は、
前記基地局からの信号の強度を検出する検出手段と、
現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きい信号強度をもつ他の基地局をサーチ
する手段と、
前記サーチした基地局が、現に通信接続している基地局の近傍に位置するネイバー基地局
であるか、それ以外のリメイン基地局であるかを判定する手段と、
リメイン基地局と判定したときには、当該リメイン基地局へのハンドオフを一時的に禁止
するハンドオフ制御手段とを具備し、
前記ハンドオフ制御手段は、ハンドオフを一時的に禁止している状態で、そのリメイン基
地局からの信号強度を前記検出手段に所定回数検出させ、所定回数の信号強度の平均値が
現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きい場合に、前記禁止を解除して当該リ
メイン基地局にハンドオフすること、
を特徴とする携帯電話システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式の通信システムの移動局及び当該移動局の
通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式を利用した携帯電話システムが広く普及してき
ている。ＣＤＭＡ方式では、送信局が、擬似雑音（ＰＮ）系列という特殊なコードを用い
て信号を広帯域に拡散変調して送信し、受信局では、受信した信号を送信側と同一のＰＮ
系列を用いて逆拡散復調することによって、所要の信号を復元する。ここで、ＰＮ系列と
は、直交性を有し、他の系列との相互相関値は０になるという性質を有する。そして、こ
のようなＰＮ系列の性質により、複数の送信局が、それぞれ異なるＰＮ系列を用いて拡散
変調した信号を送信している場合でも、受信局は、所望する送信局に対応するＰＮ系列で
受信した信号を逆拡散変調することで、所望する送信局からの信号のみを分離抽出するこ
とができる。
【０００３】
次に、移動局が、通信接続する基地局を切替える方法について説明する。まず、基地局で
は、移動局の通信接続先のサーチに供するためのパイロット信号（制御信号）をその基地
局固有のＰＮ系列で拡散変調して送信している。ここで、ＰＮ系列のオフセット値はＰＮ
番号と呼ばれ、０～５１１の値をとる。このＰＮ番号により基地局は一意に特定できるの
で、ＰＮ番号（オフセット値）がｎのＰＮ系列を用いる基地局を基地局ｎと呼ぶことにす
る。通信接続中の基地局をアクティブ基地局と呼ぶ。そして、アクティブ基地局は、自局
の近傍に位置する基地局の番号を示すネイバーリストを移動局に送信する。当該ネイバー
リストに含まれる基地局をネイバー基地局と呼び、アクティブ基地局でもネイバー基地局
でもない遠隔に位置する基地局をリメイン基地局と呼ぶ。また、アクティブ基地局は、移
動局が通信接続先のサーチ時において利用する、リメイン基地局をサーチするＰＮ番号の
間隔を表わす数Ｒ＿ＩＮＣも送信する。
【０００４】
　移動局では、通話中において、現在のアクティブ基地局よりも、より良好な基地局がな
いかを常にサーチしている。すなわち、移動局では、すべてのネイバー基地局と、ＰＮ番
号がＲ＿ＩＮＣごとのリメイン基地局からの信号強度を測定する。そして、移動局では、
アクティブ基地局よりも信号強度が大きな基地局がある場合には、その基地局へハンドオ
フ（接続切替え）する。従って、遠隔にあるリメイン基地局にハンドオフすることもあり
うる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、遠隔にあるリメイン基地局にハンドオフした場合には、次のような問題がある
。
【０００６】
第１に、リメイン基地局は移動局から遠隔に位置するので、移動局からの信号（上り信号
）が届きにくい。移動局では、強いエネルギーで信号を送出できないからである。その結
果、リメイン基地局と移動局との間で、通信接続が確立できずに再度ハンドオフ先を決定
しなくてはならなかったり、通信接続ができても通信品質が極端に悪かったりする。
【０００７】
第２に、遠隔のリメイン基地局がアクティブ基地局になった場合には、その基地局のネイ
バー基地局も遠隔の基地局になる。そのような場合には、現在地の近傍の基地局はリメイ
ン基地局とされるので、必ずしも次回のサーチ対象とはならない（リメイン基地局は、Ｒ
＿ＩＮＣごとに飛び飛びにサーチされる。）。従って、現在地の近傍の基地局（一般には
、遠隔よりも信号強度が大きい。）へなかなかハンドオフされないことである。
【０００８】
一方、移動局の移動に伴って、フェージング、つまり、電波の伝播環境が変化し、受信す
る信号の強度が変動することがある。また、リメイン基地局は、移動局からの距離が長く
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、その信号は多様な伝播環境の下を通過してくるので、その分だけ信号強度も時間的な変
動を受け易いといえる。従って、測定したときに信号強度が大きくても、たまたまその時
だけ大きかっただけかもしれず、測定した以外の時点でも確実に信号強度が高いとの保証
はない。
【０００９】
以上のように、リメイン基地局へハンドオフした場合には、多くの弊害があるので可能な
限りリメイン基地局へハンドオフするのを避けたいところだが、従来の基地局の切替え方
法では、リメイン基地局がアクティブ基地局よりも信号強度が一度でも大きくなれば、そ
れ以外の時点でも継続して信号強度が大きいかどうかにかかわりなく、即座にそのリメイ
ン基地局へハンドオフするものとしていた。
【００１０】
そこで、本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、信号強度が継続して高く
はないようなリメイン基地局にハンドオフするのを回避するＣＤＭＡ通信システムの移動
局を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係る本発明の移動局は、上記の目的を達成するために、少なくとも移動局と基
地局で構成された符号分割多元接続方式を利用した携帯電話システムにおいて、前記移動
局は、前記基地局からの信号の強度を検出する検出手段と、現に通信接続中の基地局から
の信号強度よりも大きい信号強度をもつ他の基地局をサーチする手段と、前記サーチした
基地局が、現に通信接続している基地局の近傍に位置するネイバー基地局であるか、それ
以外のリメイン基地局であるかを判定する手段と、リメイン基地局と判定したときには、
当該リメイン基地局へのハンドオフを一時的に禁止するハンドオフ制御手段とを具備し、
前記ハンドオフ制御手段は、ハンドオフを一時的に禁止している状態で、そのリメイン基
地局からの信号強度を前記検出手段に所定回数検出させ、所定回数の信号強度の平均値が
現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きい場合に、前記禁止を解除して当該リ
メイン基地局にハンドオフすることを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
＜移動局の構成＞
図１は、本実施の形態に係るＣＤＭＡ通信システムにおける移動局の構成を示すブロック
図である。同図に示すように、ＣＤＭＡ通信システムにおける移動局１００は、逆拡散変
調部１０１と、信号強度算出部１０２と、サーチ制御部１０３と、サーチ情報記憶部１０
４と、ＰＮ系列発生部１０５とから構成される。
【００１３】
サーチ情報記憶部１０４は、通信中の基地局の番号と、アクティブ基地局から送られたネ
イバー基地局の番号のリスト（ネイバーリストと呼ぶ）と、リメイン基地局をサーチする
間隔数Ｒ＿ＩＮＣとからなるサーチ情報を記憶する。ネイバーリストとＲ＿ＩＮＣとは、
アクティブ基地局から送信されたものを受信して記憶している。図２は、サーチ情報の例
を示す。同図に示すように、アクティブ基地局が基地局７であり、ネイバー基地局が基地
局２、基地局８、基地局１０、基地局１２、基地局１４であり、リメイン基地局をサーチ
する間隔数が５である状態を示している。
【００１４】
ＰＮ系列発生部１０５は、サーチ制御部１０３から基地局の番号を指示されると、当該番
号をオフセットにもつＰＮ系列（拡散符号）を発生し、逆拡散変調部１０１に送る。
【００１５】
逆拡散変調部１０１は、ＰＮ系列発生部１０５から送られてくるＰＮ系列で逆換算変調し
、そのＰＮ系列で拡散変調している基地局からのパイロット信号を抽出する。
【００１６】
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信号強度算出部１０２は、逆拡散変調部１０１より送られてきた基地局ごとののパイロッ
ト信号の強度を算出する。より具体的には、基地局ごとの信号のエネルギーＥｃを信号の
総エネルギーＩｏで除算した値Ｅｃ／Ｉｏを算出し、これを信号強度とする。
【００１７】
サーチ制御部１０３は、本実施の形態における最も特徴的な構成要素であり、サーチ制御
情報記憶部１０４を参照して、サーチすべき基地局を特定し、当該基地局の番号をＰＮ系
列発生部１０５に送る。
【００１８】
サーチ制御部１０３は、以下の（Ａ１）に示す順番でサーチを行う。（Ａ１）アクティブ
基地局、すべてのネイバー基地局、Ｒ＿ＩＮＣごとのリメイン基地局の順番に、これを１
サイクルとしてサーチを繰り返す。
【００１９】
例えば、図２に示す状態のように、アクティブ基地局が７、ネイバー基地局が｛２、８、
１０、１２、１４｝で、Ｒ＿ＩＮＣが５のときには、｛７、２、８、１０、１２、１４、
０｝、｛７、２、８、１０、１２、１４、５｝、｛７、２、８、１０、１２、１４、１５
｝…の順番でサーチを行う。ここで、３サイクル目のリメインについては、基地局１０が
ネイバー基地局なので、これを飛ばして、さらにＲ＿ＩＮＣ（＝５）を加算した番号の基
地局１５を選択したものである。
【００２０】
また、サーチ制御部１０３は、以下の（Ｂ１）、（Ｂ２）の基準で、基地局のハンドオフ
を決定する。
（Ｂ１）ネイバー基地局の信号強度の最大値がアクティブ基地局の信号強度よりも大きけ
れば、当該最大のネイバー基地局へハンドオフする。
【００２１】
つまり、ネイバー基地局の信号強度は、たまたま測定した時点で大きかっただけで、もと
もと小さいものであったとしても、ハンドオフした後には、直ぐにより適した近傍の基地
局へハンドオフされ、信号強度が大きいことが継続しているとの保証がなくても弊害は少
ないので、即座にハンドオフするものとする。（Ｂ２）リメイン基地局の信号強度がアク
ティブ基地局の信号強度よりも大きければ、当該リメイン基地局を確認対象リメインとし
て確認モードに移行する。
【００２２】
つまり、リメイン基地局の信号強度が大きかったときには、直ぐには、そのリメイン基地
局へハンドオフせずに、なんどかその基地局の信号強度を確認するという確認モードに移
行する。ここで、確認モードと区別する上で、確認モードに移行する前の状態を通常モー
ドと呼ぶことにする。
【００２３】
次に、確認モード中のサーチ方法について説明する。
【００２４】
サーチ制御部１０３は、確認モード時には、以下の（Ｃ１）に示す順番でサーチを行う。
（Ｃ１）アクティブ基地局とすべてのネイバー基地局のセットを所定回数Ｎだけサーチし
た後、確認対象リメイン基地局のサーチを行い、これを１サイクルとし
てサーチを繰り返す。
【００２５】
例えば、図２に示す状態のように、アクティブ基地局が７、ネイバー基地局が｛２、８、
１０、１２、１４｝のときに、所定回数Ｎ＝３とし、基地局１５が確認対象リメインとな
ったときには、｛７、２、８、１０、１２、１４、７、２、８、１０、１２、１４、７、
２、８、１０、１２、１４、１５｝の順番に、これを１サイクルとしてサーチを行う。
【００２６】
また、サーチ制御部１０３は、確認モード時には、以下の（Ｄ１）、（Ｄ２）の基準で、
基地局のハンドオフを決定する。（Ｄ１）ネイバー基地局の信号強度の最大値がアクティ
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ブ基地局の信号強度よりも大きければ、当該最大のネイバー基地局へハンドオフする。
【００２７】
つまり、確認モード時においても、信号強度の大きなネイバー基地局が見付かれば、その
ネイバー基地局へハンドオフするものとする。（Ｄ２）確認対象リメイン基地局の信号強
度がアクティブ基地局の信号強度よりも大きければカウンタをインクリメントし、カウン
タ値が所定値Ｒになれば、当該リメイン基地局にハンドオフする。途中で、確認対象リメ
イン基地局の信号強度がアクティブ基地局の信号強度以下になったときには、その時点で
確認モードを終了して、通常モードに戻る。
【００２８】
つまり、リメイン基地局の信号強度は変動しやすい上に、リメイン基地局へのハンドオフ
は弊害が大きいので、信号強度が大きいことが継続していることが確実であることを確認
したときに限り、ハンドオフするものとする。
【００２９】
＜通常モード時のサーチ動作＞
次に、本実施の形態に係る移動局における通常モード時のサーチ動作について説明する。
【００３０】
図３は、通常モード時のサーチの動作手順を示すフロチャートである。
【００３１】
まず、サーチ制御部１０３は、サーチ情報記憶部１０４を参照して、アクティブ基地局と
なる基地局を特定し、当該アクティブ基地局のＰＮ系列を発生させることにより、逆拡散
変調部１０１からアクティブ基地局の信号を取り出させ、信号強度算出部１０２からアク
ティブ基地局からの信号の強度を得る（ステップＳ２０１）。
【００３２】
次に、サーチ制御部１０３は、サーチ情報記憶部１０４を参照して、ネイバー基地局とな
る基地局を特定し、アクティブ基地局のときと同様にして、すべてのネイバー基地局につ
いてその信号の強度を得る（ステップＳ２０２）。
【００３３】
サーチ制御部１０３は、ネイバー基地局からの信号の強度のうちの最大値が、アクティブ
基地局からの信号の強度よりも大きいときには、当該強度が最大となる信号を出している
ネイバー基地局へハンドオフする（ステップＳ２０３、Ｓ２０４）。
【００３４】
一方、サーチ制御部１０３は、当該信号の強度の最大値がアクティブ基地局からの信号の
強度以下のときには、１つのリメインのサーチを行う。すなわち、サーチ制御部１０３は
、サーチ情報記憶部１０４を参照して、アクティブでもネイバーでもない任意の１つの基
地局（リメイン基地局）を選択し、当該基地局について信号の強度を得る（ステップＳ２
０５）。
【００３５】
サーチ制御部１０３は、リメイン基地局からの信号の強度がアクティブ基地局からの信号
の強度よりも大きいときには、当該リメイン基地局を確認対象リメインとして確認モード
へ移行する（ステップＳ２０６、Ｓ２０７）。
【００３６】
一方、サーチ制御部１０３は、当該信号の強度の最大値がアクティブ基地局からの信号の
強度以下のときには、ステップＳ２０１に戻り処理を繰り返す（ステップＳ２０６）。
【００３７】
そして、次回のステップＳ２０５においては、サーチ制御部１０３は、サーチ情報記憶部
１０３中のサーチ間隔数を前回選択したリメイン基地局の番号に加えた番号の基地局を特
定し、当該基地局がアクティブでもネイバーでもない（リメイン）なら、当該基地局をサ
ーチし、当該基地局がリメインでないのなら、さらにサーチ間隔数を加えた番号の基地局
がリメインであるかを調べることによって、サーチすべきリメインを決めて、そのリメイ
ンのサーチを実施する。
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【００３８】
＜確認モード時のサーチ動作＞
次に、本実施の形態に係る移動局における確認モード時のサーチ動作について説明する。
図４は、確認モード時のサーチの動作手順を示すフロチャートである。
【００３９】
まず、サーチ制御部１０３は、確認対象リメインの確認した回数（信号強度がアクティブ
よりも大きくなった回数）を示すｒを０にセットし、ネイバー基地局のサーチした回数を
示すｎを０にセットする（ステップＳ３０１、Ｓ３０２）。
【００４０】
次に、サーチ制御部１０３は、サーチ情報記憶部１０４を参照して、アクティブ基地局と
なる基地局を特定し、当該アクティブ基地局のＰＮ系列を発生させることにより、逆拡散
変調部１０１からアクティブ基地局の信号を取り出させ、信号強度算出部１０２からアク
ティブ基地局からの信号の強度を得る（ステップＳ３０３）。
【００４１】
次に、サーチ制御部１０３は、サーチ情報記憶部１０４を参照して、ネイバー基地局とな
る基地局を特定し、アクティブ基地局のときと同様にして、すべてのネイバー基地局につ
いてその信号の強度を得る（ステップＳ３０４）。
【００４２】
サーチ制御部１０３は、ネイバー基地局からの信号の強度のうちの最大値が、アクティブ
基地局からの信号の強度よりも大きいときには、当該強度が最大となる信号を出している
ネイバー基地局へハンドオフする（ステップＳ３０５、Ｓ３０６）。
【００４３】
一方、サーチ制御部１０３は、当該信号の強度の最大値がアクティブ基地局からの信号の
強度以下のときには、ネイバー基地局のサーチした回数ｎをインクリメントする（ステッ
プＳ３０７）。
【００４４】
サーチ制御部１０３は、サーチした回数ｎがサーチすべき回数Ｎ未満のときには、ステッ
プＳ３０３に戻り、アクティブとネイバーのサーチを繰り返す（ステップＳ３０８、Ｓ３
０３）。
【００４５】
一方、サーチ制御部１０３は、サーチした回数ｎがサーチすべき回数Ｎとなったときには
、確認対象リメインのサーチを行う。すなわち、サーチ制御部１０３は、アクティブ基地
局のときと同様にして、確認対象リメイン基地局についてその信号の強度を得る（ステッ
プＳ３０９）。
【００４６】
サーチ制御部１０３は、確認対象リメイン基地局の信号の強度がアクティブ基地局からの
信号の強度以下のときには、確認モードを終了し、通常モードに移行し、図３に示す通常
モードのステップＳ２０１からの処理を行う（ステップＳ３１０、Ｓ３１１）。
【００４７】
一方、サーチ制御部１０３は、確認対象リメイン基地局の信号の強度がアクティブ基地局
からの信号の強度よりも大きいときには、確認対象リメインの確認した回数ｒをインクリ
メントする（ステップＳ３１２）。
【００４８】
サーチ制御部１０３は、確認した回数ｒが確認すべき回数Ｒ未満のときには、ステップＳ
３０２に戻り、アクティブのサーチからの処理を繰り返す（ステップＳ３１３、Ｓ３０２
）。
【００４９】
一方、サーチ制御部１０３は、確認した回数ｒが確認すべき回数Ｒとなったときには、確
認対象リメインへハンドオフする（ステップＳ３１３、Ｓ３１４）。＜まとめ＞
以上のように、本実施の形態に係るＣＤＭＡ通信システムにおける移動局では、リメイン
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基地局の信号強度がアクティブ基地局の信号強度よりも大きかったときには、直ぐにはそ
のリメイン基地局へハンドオフせずに、所定回数そのリメイン基地局の信号強度を検出し
、いずれもアクティブ基地局の信号強度よりも大きいときに限り、そのリメイン基地局に
ハンドオフするので、そのリメイン基地局が、たまたま一時点で信号強度が大きく、継続
しては大きくはないのにも係らず、そのリメイン基地局にハンドオフしてしまう事態を回
避することができる。
＜変形例＞
（１）確認方法について
本実施の形態では、リメイン基地局からの信号強度のアクティブ基地局からの信号強度よ
りも所定回数すべてにわたって大きくなることを条件に、そのリメイン基地局へハンドオ
フするものとしたが、これに限定するものではない。例えば、所定回数測定した平均値が
、アクティブ基地局の信号強度よりも大きくなれば、当該リメイン基地局へハンドオフす
るものとしてもよい。あるいは、所定回数測定したうちの何回かが、アクティブ基地局の
信号強度よりも大きければ、当該リメイン基地局へハンドオフするものとしてもよい。
（２）確認モードの維持
本実施の形態では、確認モードにおいて、ネイバー基地局へハンドオフした後において、
前回の確認対象リメイン基地局の確認対象となった事実については、なんらサーチ上考慮
しないものとしていたが、これに限定するものではない。
【００５０】
確認モードにおいて、ネイバー基地局へハンドオフしたときには、その後のリメイン基地
局のサーチについては、前回の確認モードで確認対象となったリメイン基地局からサーチ
するものとしてよく、あるいは、確認対象となったリメイン基地局のみをサーチし続ける
ものとしてもよい。
【００５１】
また、確認モードにおいて、ネイバー基地局へハンドオフした後、前回と同一のリメイン
が確認対象リメインとして選択されたときには、前回のカウンタ値からカウントするもの
としてもよい。例えば、１０回まで確認していたときには、当該カウンタ値を１０からイ
ンクリメントさせるものとしてもよい。
【００５２】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明に係るＣＤＭＡ通信システムの移動局は、基地局
からの信号の強度を検出する検出手段と、現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも
大きい信号強度をもつ他の基地局をサーチする手段と、前記サーチした基地局が、現に通
信接続している基地局の近傍に位置するネイバー基地局であるか、それ以外のリメイン基
地局であるかを判定する手段と、リメイン基地局と判定したときには、当該リメイン基地
局へのハンドオフを一時的に禁止するハンドオフ制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００５３】
これにより、リメイン基地局からの信号強度が通信接続中の基地局からの信号強度よりも
大きいときには、直ぐにそのリメイン基地局へハンドオフするのではなく、信号強度が大
きいことが継続していることが確実に保証されるまでそのリメイン基地局へのハンドオフ
を猶予するので、信号強度が大きいことが継続していることが確実に保証されないリメイ
ン基地局へハンドオフするのを回避することができる。
【００５４】
ここで、前記ハンドオフ制御手段は、ハンドオフを一時的に禁止している状態で、そのリ
メイン基地局からの信号強度を前記検出手段に所定回数検出させ、所定回数の信号強度の
平均値が現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きい場合に、前記禁止を解除し
て当該リメイン基地局にハンドオフすることを特徴とする。
【００５５】
これにより、リメイン基地局からの信号強度が、通信接続中の基地局からの信号強度より
も所定回数検出したすべてにわたって大きいときには、かなりの確実性をもって、そのリ
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メイン基地局からの信号強度が継続して大きいことが保証されるので、継続して信号強度
が大きいことが確実に保証されないリメイン基地局はハンドオフするのを回避することが
できる。
【００５６】
ここで、前記ハンドオフ制御手段は、ハンドオフを一時的に禁止している状態で、そのリ
メイン基地局からの信号強度を前記検出手段に繰り替えし検出させ、所定回数連続して前
記リメイン基地局からの信号強度が現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きい
場合に、前記禁止を解除して当該リメイン基地局にハンドオフすることを特徴とする。
【００５７】
これにより、リメイン基地局からの信号強度を所定回数検出した平均値が、通信接続中の
基地局からの信号強度よりも大きいときには、かなりの確実性をもって、そのリメイン基
地局からの信号強度が継続して大きいことが保証されるので、継続して信号強度が大きい
ことが確実に保証されないリメイン基地局はハンドオフするのを回避することができる。
【００５８】
ここで、前記ハンドオフ制御手段は、さらに、前記リメイン基地局からの信号強度を検出
する合間にネイバー基地局からの信号強度を前記検出手段に検出させ、ネイバー基地局か
らの信号強度が現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きければ、当該ネイバー
基地局にハンドオフすることを特徴とする。
【００５９】
これにより、リメイン基地局からの信号強度が継続して大きいかを確認している間に、ネ
イバー基地局からの信号強度が通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きくなれば、
そのネイバー基地局へハンドオフするので、リメイン基地局よりもハンドオフ後に弊害が
少ないネイバー基地局にハンドオフすることができる。
【００６０】
ここで、前記ハンドオフ制御手段は、前記検出手段にネイバー基地局からの信号強度を検
出する頻度を前記リメイン基地局からの信号強度を検出する頻度よりも多くして検出させ
ることを特徴とする。
【００６１】
これにより、リメイン基地局からの信号強度が継続して大きいかを確認している間におけ
る、ネイバー基地局からの信号強度を検出する頻度が高いので、信号伝播環境が良好にな
ったネイバー基地局に迅速に発見して、そのネイバー基地局にハンドオフすることができ
る。
【００６２】
ここで、前記ハンドオフ制御手段は、ネイバー基地局にハンドオフした後も、前記検出手
段に前記リメイン基地局からの信号強度の検出を優先して行わせることを特徴とする。
【００６３】
これにより、ネイバー基地局にハンドオフしたときにも、前回にハンドオフを猶予したリ
メイン基地局は、ハンドオーバできる基地局の候補として最も有力なので、そのリメイン
基地局からの信号強度を優先的に検出することで、ハンドオーバするのに適した基地局を
迅速に発見することができる。
【００６４】
また、本発明に係るＣＤＭＡ通信システムの移動局の通信方法は、基地局からの信号の強
度を検出するステップと、現に通信接続中の基地局からの信号強度よりも大きい信号強度
をもつ他の基地局をサーチするステップと、前記サーチした基地局が、現に通信接続して
いる基地局の近傍に位置するネイバー基地局であるか、それ以外のリメイン基地局である
かを判定するステップと、リメイン基地局と判定したときには、当該リメイン基地局への
ハンドオフを一時的に禁止するステップとを含むことを特徴とする。
【００６５】
これにより、リメイン基地局からの信号強度が通信接続中の基地局からの信号強度よりも
大きいときには、直ぐにそのリメイン基地局へハンドオフするのではなく、信号強度が大
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を猶予するので、信号強度が大きいことが継続していることが確実に保証されないリメイ
ン基地局へハンドオフするのを回避することができる。
【００６６】
以上のように本発明は、適切でない基地局と通信接続してしまうというＣＤＭＡ方式を用
いた移動通信システムにおける最も切実な問題点を解消でき、その実用的効果は極めて大
きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るＣＤＭＡ通信システムにおける移動局の構成を示すブ
ロック図である。
【図２】サーチ情報の例を示す。
【図３】通常モード時のサーチの動作手順を示すフロチャートである。
【図４】確認モード時のサーチの動作手順を示すフロチャートである。
【符号の説明】
１００　移動局
１０１　逆拡散変調部
１０２　信号強度算出部
１０３　サーチ制御部
１０４　サーチ情報記憶部
１０５　ＰＮ系列発生部

【図１】

【図２】

【図３】
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